
R７ 秋田県地域づくり推進課 

地域運営組織（ＲＭＯ）の定義について  

◆地域運営組織（ＲＭＯ：Region Management Organization の略）の定義（総務省） 

 地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域経営の

指針に基づき、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織。 

 

地域運営組織（ＲＭＯ）に該当するかについては、次の３つの要件を満たすかをベースに検討してください。 

※定型的ではなく、地域の実情に合わせて幅広く捉えることが重要です！ 

□地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成されていること。 

□地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定めた地域運営の指針に基づいていること。  

・地域外の関係主体も参加して差し支えないが、あくまで「地域内」の関係主体が参加していること。  

・「地域運営の指針」は明文化されたものでなくてもよい。 

□地域課題の解決に向けた取組を実践する組織であること。  

・「協議」と「実践（実行）」が一体化している組織（一体型）や分離している組織（分離型）などが想定される。 

分離型の場合は、様々な関係主体が関わっているのは協議部分のみで、実践部分には関わっていない場合もあり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※農村ＲＭＯも、ＲＭＯの一形態です。 

＜出典：総務省 地域力創造グループ 地域振興室 提供資料を加工して作成＞ 


